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計
370,568
（千t）

電気・ガス・
熱供給・水道業

99，506千t
　26.9％

農業・林業
81,786千t

22.1％
建設業

75,146千t
20.3％

不法投棄の現状（令和3年度）産業廃棄物の業種別排出量（令和3年度）
建設系廃棄物

計32,196t 　87.4％
建設系以外廃棄物

計4,648t  　12.6％

出典 ： 環境省調査

出典 ： 環境省調査

パルプ・紙・
紙加工品製造業

30,979千t　8.4％

鉄鋼業
22，352千t　6.0％

窯業・土石製品製造業
9，338千t　2.5％

化学工業
8，851千t　2.4％

食料品製造業
8，765千t　2.4％

鉱業
7，665千t　2.1％

その他の業種
26,181千t　7.1％

計
36，845
（t）

木くず
（建設系）
14，765t
40.1％

建設混合廃棄物
12，715t
34.5％

がれき類
4,457t　12.1％

廃プラスチック類
（建設系）

259t　0.7％

廃プラスチック類
（農業系）

1,663t　4.5％

汚泥（その他）
812t　2.2％

ガラス・陶磁器くず
648t　1.8％

木くず（その他）
518t　1.4％

鉱さい
400t　1.1％

廃プラスチック類
（シュレッダーダスト）

150t　0.4％
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〇　食品廃棄物の発生及び発生抑制の状況（令和３年度）

注：農林水産省大臣官房新事業・食品産業部　食品リサイクル法第９条第１項に基づく定期報告結果を用いて作成

区　　分
食品廃棄物等の
年間総発生量
（千t）

再生利用等の実施率（％）

発生
抑制の
実施量
（千ｔ）

減量率

　食品リサイクル法で規定している用途別の実施率

熱回収の
実施率

再生利用
以外

廃棄物
としての
処分率肥料 飼料

きのこ類の
栽培のた
めに使用さ
れる固形
状の培地

メタン 油脂及び
油脂製品

炭化して
製造される
燃料及び
還元剤

エタノール

食 品 製 造 業 13,258

98

851

408

14,615

13

7

1

1

12

80

55

44

28

76

13

33

28

16

14

80

35

38

53

78

0

1

0

0

0

4

10

10

4

4

2

20

22

26

3

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

3

2

8

0

0

2

2

27

55

71

7

2,659

30

384

138

3,212

食 品 卸 売 業

食 品 小 売 業

外 食 産 業

食 品 産 業 計



71

1624



72

72

従来、エンジン、ボディ部品、非鉄金属、タイヤなどを中心に、自動車の重量比で、約80％が
リサイクルされる一方、残りの約20％はシュレッダーダストとして、そのほとんどが埋立処分さ
れ、近年の産業廃棄物最終処分場のひっ迫から大きな問題となっていました。
そこで、新車販売時に購入者からリサイクル費用を徴収するとともに、自動車メーカーと輸入
業者に再資源化等を義務付ける「自動車リサイクル法」が平成14年７月12日に公布され、平成17
年１月１日から全面施行されています。
使用済自動車から出る廃棄物の減量化と、不法投棄・不適正処理の防止を目指すため、次の3
品目を引き取り・リサイクル（フロン類については破壊）することを、メーカーなどに義務づけ
るものです。
　①シュレッダーダスト（使用済自動車を解体後に破砕したもの）
　②フロン類（カーエアコンの冷媒として使用）
　③エアバッグ（「指定回収物品」として政令で指定）

○リサイクルの仕組み
①自動車の最終ユーザーは、引取業者に使用済自動車を引き渡す義務を負います。
②引取業者は、フロン類回収業者に自動車を引き渡す義務を負います。
③回収業者は、フロン類を抜きメーカーなどに引き渡して回収料金を得る一方、車体を解体業
者に引き渡します。
④解体業者は、エアバッグをメーカーに引き渡し回収料金を得るほか、再利用できる部品は部
品や有用金属の市場で販売、残った車体はシュレッダー業などの破砕業者に引き渡します。
⑤破砕業者は、シュレッダーダストをメーカーに引き渡すほか、金属などは有用金属市場に販
売します。
　使用済自動車の処理は、電子管理票（マニフェスト）を使って追跡する制度を新しく導入し、
第三者機関で情報管理する仕組みとなります。
○使用済自動車の引取台数
　　約304万台（令和3年度）
○リサイクル費用の負担
①新車の場合、購入者が再資源化預託金を購入時に資金管理法人に支払います。
②リサイクル費用が預託されていない既販車については、既販車所有者が最終ユーザーか引取
業者に使用済み自動車を引き渡す際に再資源化預託金を資金管理法人に支払います。

○関連事業者の登録、許可
　自動車販売業者や整備業者ら引取業者とフロン類回収業者は、都道府県知事または保健所設
置市長への登録制です。解体業者と破砕業者は、車の潤滑油による土壌汚染などの問題が生じ
ないように、知事または保健所設置市長の許可制です。「廃棄物処理法」に基づく廃棄物処理
業の許可を取る必要はありません。

23　使用済自動車の再資源化等に関する法律とは？

通称「自動車リサイクル法」！
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日本で１年間に使用済みとなる小型家電は６５万トンであり、そのうち鉄、アルミ、貴金属、レ
アメタルといった有用な金属は２８万トンと推定されています。これまでは、小型家電が使用済み
となった場合、回収されているものは、鉄やアルミ等一部の金属にとどまり、大部分は埋立処分
されていました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保の観点から、平成
２４年８月１０日に、「小型家電リサイクル法」が公布され、平成２５年４月１日から施行されました。
使用済小型電子機器等は、資源としての価値があるので、広域的かつ効率的な回収が可能にな
れば、採算性を確保しつつ再資源化することも可能です。制度の特徴として、関係者が協力して
自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情にあわせた形でリサ
イクルを実施する促進型となっています。小型家電の範囲は、特定家庭用機器再商品化法に規定
される品目（エアコン、ブラウン管テレビ及び液晶テレビ・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機）を除くほぼ全ての品目です。
また、リサイクルの推進体制は、市町村、消費者、事業者、製造業者等で構成されています。「小
型家電リサイクル法」による再資源化の流れは次のようになっています。

小型家電リサイクル法の仕組み
（平成24年8月公布、平成25年4月施行）

24　使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律とは？

通称「小型家電リサイクル法」！
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
（平成24年8月10日　法律第57号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆使用済小型電子機器等の再
　資源化

○　使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの再資源化
を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有
効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄
与する。

2「再資源化」の定義　（法2） ○　使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部と
して利用することができる状態にすること。

3　対象機器（小型電子機器等）
　　　　　　　　　　 （法2）

○　一般消費者が通常生活で使用する電子機器その他の電気機械器具であって、
⑴廃棄物となった場合、その効率的な収集及び運搬が可能であり、⑵再資源化
に係る経済性の面における制約が著しくないものを対象機器として政令で指定
する。（特定家庭用機器再商品化法に規定される品目（エアコン、ブラウン管テ
レビ及び液晶テレビ・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
を除くほぼ全ての品目）

4　基本方針の策定　　（法3） ○　対象機器の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める。
（平成25年3月6日経産省・環境省共同告示として公表）

5　関係者の役割　（法4、5、6）
☆事業者の役割
☆消費者の役割
☆市町村の役割
☆国の役割

○　事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場
合にあっては、分別して排出し、認定事業者等の収集・運搬又は、資源化を適
正に実施し得る者に引き渡すよう努める。
○　消費者は、使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村等の収集・運搬
又は、再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努める。
○　市町村、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集し、認定
事業者等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努める。
○　国は、再資源化等に必要な資金の確保、情報の収集、研究開発の推進及びそ
の成果の普及その他の必要な措置を講ずる。

6　認定事業者　　　　（法10）
☆再資源化事業計画の認定

○　使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬
及び処分（再生を含む）の事業（以下｢再資源化事業｣という。）を行おうとする者（当
該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行お
うとする者を含む）は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等
の再資源化事業の実施に関する計画（再資源化事業計画）を作成し、主務大臣の
認定を申請することができる。

（参考資料）	 ｢小型家電リサイクル法が始まりました！」　環境省　経済産業省
（問合せ先）	 石川県資源循環推進課　　　　　　　電話076-225-1849　FAX	076-225-1473

主な沿革……なし
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日本海側の海岸では、毎年、冬季になると北西の季節風により、対岸諸国のものと思われるポ
リタンクやプラスチック容器などのごみが大量に漂着するほか、近年は朝鮮半島からのものと思
料される木造船等も漂着しています。
とりわけ、石川県は、加賀から能登にかけて長い海岸線を有し、特に、能登地域は、対馬海流
の影響を受けやすく、ごみが漂着しやすい特性があることから、海岸漂着物の対策は重要な課題
です。
本県における大量の漂着物の代表例として、平成9年のロシア船籍「ナホトカ号」の沈没によ
る油流出事故があり、この事故の際には、北西の季節風と沿岸の海流に運ばれ、広い範囲で大量
に油が漂着しました。
当時、1月という厳しい気象条件で事故が発生しましたが、最終的に延べ20万人（うちボラン
ティア延べ10万人）の協力を得て、ドラム缶にして約11万本の重油を回収処理しました。
このことが、一つの契機となり、県民の中に海岸美化やボランティア意識が深く浸透したこと
もあり、毎年実施される「クリーン・ビーチいしかわ」は、企業・団体・住民など多様な主体が
参加する運動として定着しています。
海岸漂着物については、原因者が判明している場合には、その原因者に適正な処分を求めるこ
とになっていますが、原因者が不明な場合は、漂着物は廃棄物ということになり、沿岸各市町が
やむを得ず一般ごみと併せて処分していました。
平成21年7月に、「海岸漂着物処理推進法」が成立し、海岸漂着物等の円滑な処理や発生の抑制
を図るため、海岸管理者は、海岸漂着物等の処理のための必要な措置を講じること、また、国は、
海岸漂着物対策を推進するための財政措置を講じることといった責任が明確化され、海岸漂着物
対策が大きく前進しました。
また、海岸漂着物には、事業活動に利用され不要となったものが適正に処分されないために海
岸に漂着しているものも散見されています。事業者の方々には、不要となったものを廃棄物とし
て適正に処分することにより、海岸漂着物の発生抑制に努めることが求められます。

25　美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境
並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律とは？

通称「海岸漂着物処理推進法」！
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境
並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

（平成21年7月15日　法律第82号）のキーポイント
主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1） ○　海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境を保全するため、海岸漂着
物等の円滑な処理及び発生の抑制を図る。
○　国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化するとともに、基本方針
の策定など海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、
海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進する。

2「海岸漂着物等」の定義
　　　　　　　　　　  （法2）

○　海岸漂着物とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
○　海岸漂着物等とは、上記に加え海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不
要物並びに漂流ごみ等をいう。

3　基本方針　　　　  （法13）
☆海岸管理者の役割
☆市町村の役割
☆都道府県の役割
☆国民、事業者の役割

海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
○　処理の責任等
　・海岸管理者は、海岸漂着物等の処理のための必要な措置を講じる
　・市町村は、必要に応じ、海岸管理者等と連携して海岸漂着物の回収、廃棄物
　処理施設での処分等に協力する
　・都道府県は、海岸管理者等に対し、必要な技術的助言等の援助をすることが
　できる
○　発生の抑制
　　国内に起因する海岸漂着物には、陸域で生じた生活系ごみが多く含まれ、また、
事業活動に利用され不要となった用具等が適正に処分されないために海岸に漂
着しているものも散見されることから、適正に処分することが、ひいては海岸
漂着物等の発生抑制に資する。
　　また、海岸漂着物には、生活系ごみを始め身近なごみ等に起因するものが多
く含まれており、これらは、山、川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に
漂着するものであるため、身近に発生するごみ等の散乱を防止することが重要
である。そのため、海岸を有する地域だけでなく広く各界各層の国民が海岸漂
着物の問題への認識を深め、一人ひとりが当事者意識をもって陸域や海域にお
いてごみ等の投棄を行わないことが必要である。

4　財政上の措置　  　（法29）
☆国の役割

○　国は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政措置を講じる。

5　法制度の整備　　  （法31） ○　国は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措
置を実施するため必要な法制の整備を速やかに実施する。

（問合せ先）	 石川県資源循環推進課　　　　　　　電話076-225-1471　FAX	076-225-1473

平成21年度以降の主な沿革
	平成30年6月	22日	　法律第64号	 マイクロプラスチック対策等（平成30年6月22日施行）
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グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便
性、デザインだけでなく環境のことを考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購
入することです。
このグリーン購入を国等が率先して推進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の
構築を目的とした「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称：グリーン購入法）」
が平成12年5月31日に公布され、平成13年4月1日から施行されました。
この法律では、国会や各省庁等の各機関が環境物品等の調達を推進するための基本方針を国が
策定することとされています。各機関は、この基本方針に即した調達方針を作成・公表し、調達
を行い、年度ごとの調達実績を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとされ
ています。
都道府県、市町村等においては、毎年度、環境物品等の調達方針を作成するように努めること、
及び、その方針に基づき、物品等の調達を行うことが求められています。
ただし、物品の調達の推進に当たっては、国等、都道府県及び市町村等は、環境物品等の調達推
進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとされています。
本県においても、平成15年度から「石川県グリーン購入調達方針」を定め、環境物品等の調達の
推進に努めています。
また、事業者・国民においても、物品購入等に際しては、できる限り環境物品等を選択するよ
う努めるものとされています。
さらに、グリーン購入に役立つ情報提供の推進として、製品メーカー等事業者は購入者等に対
し、環境物品等についての適切な情報提供に努めるものとされているほか、環境ラベル等による
情報提供体制についても規定しています。

26　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律とは？

通称「グリーン購入法」！

（1）環境物品等の調達推進の基本的方向

①調達推進の意義
　（環境物品等への需要の転換を図るため、国等の率先的調達が
　  重要）
②調達推進の考え方
　（各機関がその実情に合わせて可能な限り、調達を進める）

（2）特定調達品目

　重点的に調達を推進する環境物品等の種類（特定調達品目）、
判断基準、目標の立て方について決める。

【種類】
　例 ： コピー用紙・印刷用紙（再生紙）、公用車（次世代自動車）、コピー機（低電力型）

【判断基準】
　例 ： コピー用紙の場合　古紙配合率○○％以上、白色度○○％以下

【目標の立て方】
　例 ： コピー用紙の場合　コピー用紙の調達総量に占める基準該当品の割合

（3）その他重要事項

①調達推進体制の在り方
　調達推進の責任者の指名、会計担当部局の関与　等
②調達方針の適用範囲
　各機関が調達方針の対象範囲を決定。特殊部門は理由を明記した上
　で別途方針を作成することも可。　等
③実績の取りまとめ・公表の方法
④関係省庁等連絡会議の設置
⑤…

2. 基本方針の内容

1. 決定方法
環境大臣が、各省各庁の長等と協議して案を作成し、閣議決定

国の基本方針のイメージ

（1）特定調達品目の調達の目標

例：令和○年度には、次の特定調達物品等を
　　①コピー用紙・印刷用紙（再生紙） ○％以上
　　②公用車（次世代自動車） ○％以上
　　③コピー機（低電力型） ○％以上
　　調達する。

（2）特定調達品目以外で各機関が自主的に調達を推進
　   するものの種類及び目標

※目標の決め方（数値目標とするか、定性的な目標とするか）は各機関
　の判断による
　例：令和○年度には、
　　①間伐材使用家具を○台調達する。
　　②文具については、エコマーク、グリーンマーク認定製品又はこれ
　　　と同等のものを調達する。
　　③…

（3）その他の事項

例：・ 官房会計課長をヘッド、各部局の担当官をメンバーとするグリー
　　  ン購入推進省内連絡会議を設ける。

・ 調達方針の適用範囲は○○とし、△△事務所には、…の理由
  により適用しない。
・ 調達の実績は、上記（1）、（2）に掲げた品目毎に取りまとめ、公
  表。

2. 調達方針の内容

1. 決定方法
各省各庁の長及び独立行政法人等の長が、各機関毎に毎年度作成

環境物品等の調達方針のイメージ
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年5月31日　法律第100号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆調達推進
☆情報提供
☆需要の転換

○　国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需
要の転換を促進するために必要な事項を定める。
○　環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図る。
○　現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

2　責務  　　　　　（法3〜5） ○　環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び
国民の基本的な責務を規定。

3　国等の調達の推進（法6〜9）
☆基本方針策定
☆調達方針作成

○　基本方針の策定
　　国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を推進するための基
本方針を定める。基本方針は環境大臣が各省各庁の長等と協議して案を作成し、
閣議決定する。
○　調達方針の作成等
　　各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、環境
物品等の調達方針を作成・公表し、当該方針に基づき物品等の調達を行う。また、
年度の終了後、調達の実績概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に
通知する。

4　地方公共団体等の調達推進
（法10）

○　都道府県、市町村等は、毎年度、環境物品等の調達方針を作成するよう努める。
○　都道府県、市町村等は、調達方針を作成したときは、当該方針に基づき物品
等の調達を行う。

5　調達に当たっての配慮
（法11）

○　国等、都道府県及び市町村等は、環境物品等の調達推進を理由として、物品
等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮する。

6　環境物品等に関する情報提供
（法12〜14、附則2）

○　事業者による情報提供
　　事業者は、その製造等する物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境負
荷の把握に必要な情報を提供するよう努める。
○　環境ラベル等による情報提供
　　他の事業者が製造等する物品等について環境負荷の情報の提供を行う者は、
科学的知見及び国際的取決めとの整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報提供に
努める。
○　国による情報提供及び検討
　　国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理、分析して提供するとともに、
適切な情報提供方策等について検討を加え、必要な措置を講ずる。

（問合せ先）	 石川県カーボンニュートラル推進課　　電話	076-225-1462　FAX	076-225-1479
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（令和3年度PRTRデータの集計結果より）

全　国 石川県分

大気への排出
トルエン 43,016 t/ 年 トルエン 519 t/ 年
キシレン 20,031 t/ 年 キシレン 441 t/ 年
エチルベンゼン 13,601 t/ 年 エチルベンゼン 289 t/ 年

公共用水域への
排出

ほう素化合物 2,351 t/ 年 ほう素化合物 24 t/ 年
ふっ化水素及びその水溶性塩 1,859 t/ 年 ふっ化水素及びその水溶性塩 13 t/ 年
亜鉛の水溶性化合物 627 t/ 年 １，１，１－トリクロロエタン 4 t/ 年

土壌への排出
砒素及びその無機化合物 0.93 t/ 年 － －
マンガン及びその化合物 0.13 t/ 年 － －
クロロタロニル 0.046 t/ 年 － －

自己埋立による
排出

鉛化合物 3,062 t/ 年 ダイオキシン類 0.005 kg-TEQ/ 年
砒素及びその無機化合物 809 t/ 年 － －
マンガン及びその化合物 504 t/ 年 － －
排出量の合計 125,095 t/ 年 排出量の合計 1,508 t/ 年

廃棄物としての
移動

マンガン及びその化合物 65,718 t/ 年 トルエン 1,267 t/ 年
トルエン 46,284 t/ 年 ふっ化水素及びその水溶性塩 760 t/ 年
クロム及び三価クロム化合物 26,326 t/ 年 ノルマルーヘキサン 319 t/ 年

下水道への移動

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエー
テル（アルキル基の炭素数が12から15ま
でのもの及びその混合物に限る。）

117 t/ 年 ポリ（オキシエチレン）＝ノニ
ルフェニルエーテル 0.5 t/ 年

ホルムアルデヒド 114 t/ 年 トルエン 0.2 t/ 年

２－アミノエタノール 71 t/ 年
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエー
テル（アルキル基の炭素数が12から15
までのもの及びその混合物に限る。）

0.1 t/ 年

移動量の合計 258,565 t/ 年 移動量の合計 2,959 t/ 年
排出量と移動量の合計 383,660 t/ 年 排出量と移動量の合計 4,467 t/ 年
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排出ガスに係る排出基準値

　近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題とな
っています。現在、ダイオキシン類対策は、平成11年７月16日に公布された「ダイオキシン類対
策特別措置法」と同法第33条の規定により定めた「我が国における事業活動に伴い排出されるダ
イオキシンの量を削減するための計画」を基に進められています。

　「ダイオキシン類対策特別措置法」では、
（1）耐容1日摂取量は人の体重1kg当たり4ピコグラム（4pg-TEQ/kg/日）とし、
（2）大気、水質、水底の底質、土壌それぞれに環境基準を設け、知事にダイオキシン類の常
時監視を義務づけ、

（3）汚染がひどい地域には、より厳しい総量規制基準を定め、
（4）排出基準の違反者に対しては、改善を命じ、改善命令違反には罰則として1年以下の懲役
又は100万円以下の罰金を科しています。

事業者に対しては
（1）環境汚染の防止措置、国等が実施する環境汚染防止施策への協力
（2）特定施設の設置等の届出
（3）特定施設からの排出基準遵守義務
（4）年１回以上の排出ガス、排出水の測定と知事への結果報告
などの責務や役割が課せられています。

28　ダイオキシン類対策特別措置法とは？　ダイオキシン対策の切り札！

排出水に係る排出基準値

施設の種類
焼却炉の

焼却能力

新設施設
基　　準
H12.1.15以降
に設置する施設

H12.1.14以前
に設置した施設

廃棄物焼却炉
（焼却能力が合計
50kg/時以上又は
火床面積0.5m2以
上）

4t/時以上 0.1 1（0.1）注1

2t/時以上
4t/時未満 1 		5（1）注1

2t/時未満 5 10（5）注1

製鋼用電気炉 0.5 		5（0.5）注1

鉄鋼業焼結施設 0.1 1

亜鉛回収施設 1 10

アルミニウム合金製造施設 1 5

注１：（　）内は、平成９年12月１日〜平成12年１月14日の間に設置された
廃棄物焼却炉（火格子面積2㎡以上、又は焼却能力200kg/h以上）及び
製鋼用電気炉の基準。

注２：廃棄物の最終処分場からの放流水に係る基準については、最終処分場
の維持管理の基準を定める省令により10pg-TEQ/Lと規定。

特定施設の種類 排出基準

	・廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能
力50kg/h以上）から発生するガスを処理する
施設のうち廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、
汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設
	・下水道終末処理施設（水質基準対象施設に係る
汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る）

　など19種類の特定施設があります。
　	※19種類の詳細は環境政策課ホームページ
　	や「ダイオキシン類対策特別措置法のしおり」
　を参照してください。　　　　　　		　　　

10

（単位：pg-TEQ/L)（単位：ng-TEQ/m3N）

既設施設基準

※　なお、平成13年３月（平成14年12月１日施行）の「廃棄物処理法施行規則」の改正により、ダイオキシン類の排出基準が適用さ
れない小型の廃棄物焼却炉についても、800度以上でごみを燃焼でき、温度計や助燃装置等を備えた構造を持つ焼却炉であることが
必要です。

〔

〔
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らを支援していくため、融資制度（環境保全資金融資制度）、表彰制度（緑化優良工場等表彰制度）
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（問合せ先）	 工場を立地する市町の工場立地法担当課

工場立地法（昭和34年3月20日　法律第24号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆工場立地での環境保全

○　工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地
に関する調査の実施・準則等の公表、これらに基づく勧告、命令等を行い、国
民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与する。

2　特定工場の届出　（法6、8）
☆届出対象規模
☆届出対象業種
☆届出事項

○　届出対象規模（政令2）
　敷地面積：9,000m2以上、建築物の建築面積3,000m2以上
○　届出対象業種（省令2）
　製造業（物品の加工修理業を含む）、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
○　製造業等に係る工場等であって、1団地内の敷地面積又は建築物の建築面積の
合計が政令で定める規模以上のもの（特定工場）を新設、変更しようとする者は、
市町村長に次の事項等を届け出ること。
	・　氏名又は名称及び住所
	・　特定工場における製品等
	・　特定工場の設置場所
	・　特定工場の敷地面積、建築面積
	・　特定工場における生産施設、緑地、環境施設の面積等
	・　特定工場における大気・水質の公害防止施設設置等
	・　特定工場の新設のための工事開始予定日

3　工場立地の準則等
　　　　　　　　（法4、4の2）
☆緑地とは
☆環境施設とは
☆工業団地とは
☆工業集合地とは
☆生産施設面積割合
☆緑地面積割合
☆環境施設面積割合

○	　用語
	・　緑　　地：以下の各号に掲げる土地又は建築物屋上等緑化施設
	 ⑴樹木が成育する区画されたもの
	 ⑵低木又はその他の地被植物で表面が覆われているもの
	・　環境施設：噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運

動場、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設
	・　工業団地：2以上の工場又は事業用の敷地、これに緑地、道路等のために取

得され又は造成される一団の土地
	・　工業集合地：2以上の工場等が集中して立地する一団の土地
○　工場立地に関する準則
	・　生産施設の面積の敷地面積に対する割合
　　業種（第1〜7種）の区分ごとに定められている。（準則別表1）

第1種30／ 100、第2種40／ 100、第3種45／ 100、第4種50／ 100、第
5種55／ 100、第6種60／ 100、第7種65／ 100　以下

	・　緑地面積の敷地面積に対する割合20／ 100以上
	・　環境施設（緑地含む）の敷地面積に対する割合25／ 100以上
	・　環境施設（緑地含む）は敷地面積に対する割合の15／ 100以上を周辺部に
　　配置
※　工業団地及び工業集合地に対して特例がある。（準則5、6）
※　既存工場（S49.6.28以前設置）の建て替えについて特例がある。（準則備考）
※　一部市町においては、緑地等面積割合の緩和区域がある。（運用例規ほか）

4　実施の制限　　　  （法11） ○　特定工場の届出者（変更含む。）は、届出が受理されてから90日経過後でなけ
れば新設又は変更しないこと。
○　市町村長はその期間を短縮することができる。

5　その他の届出   （法12、13） ○　特定施設等の届出者に法人名称の変更等があったときは、遅滞なく届出。
○　特定施設等の届出者から当該施設を承継した者は、遅滞なく届出。

平成16年度以降の主な沿革
	平成20年	 5月	26日	 準則改正（生産施設面積率の見直し）
	平成20年	 6月	11日	 運用例規改正（企業立地促進法に基づく市町への一部事務移管）
	平成22年	 6月	30日	 準則改正（環境施設に太陽光発電施設を追加）
	平成23年	 9月	30日	 準則改正（緑地の「最低面積」規定を削減、地域準則の基準改正）
	平成24年	 4月	 1日	 法改正（工場立地法に基づく届出事務をすべて市へ委譲）
	平成27年	 5月	25日	 準則改正（生産施設面積率の見直し）
	平成29年	 4月	 1日	 法改正（工場立地法に基づく届出事務をすべて町へ委譲）
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30　 エネルギーの使用の合理化等に関する法律とは？

  通称「省エネ法」！

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日　法律第49号）のキーポイント

1　目的　　　　　　　（法1）
☆エネルギー使用合理化等の
　総合的推進

2　基本方針等　　　（法3、5）
☆基本方針の策定・公表
☆事業者の判断基準策定・公表

3　エネルギー使用者の努力　
（法4）

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

　省エネルギーは経済に直結する問題であり、考え方としては当然、昔からありました。それを
もっと徹底しなければならないと痛感させたのがいわゆる石油ショックでした。
　その反省をふまえて、昭和54年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律（通称：省エネ法）」
が制定され、運用されてきました。
　平成10年には、COP3の議論を背景として、「温対法」の制定とあわせて「省エネ法」の改正が 
行われ、平成11年4月に施行されました。その後、平成14年6月の改正により、第一種エネルギー
管理指定工場の対象業種限定要件が撤廃され、オフィスビル、デパート、ホテル、学校、病院、
官公庁などを含む全ての業種に拡大されました。
　平成17年8月の改正では、輸送に係る省エネルギー推進のための措置を創設するとともに、工
場・事業所及び住宅・建築物分野における対策を強化する措置が講じられ、平成20年5月の改正で
は、エネルギー消費量が増加している業務部門に係る省エネルギー対策の強化が図られました。
　平成25年5月の改正では、電力需給バランスを意識したエネルギー管理や、住宅・建築物や設備
機器の省エネ性能の向上といった対策を強化するため、電気需要の平準化の推進やトップラン
ナー制度の建築材料等への拡大等に関する措置が追加されました。
　令和4年5月の改正では、2050年カーボンニュートラル目標や2030年の野心的な温室効果ガス削
減目標の達成に向けて、引き続き徹底した省エネに努めるとともに、非化石エネルギーの導入拡
大や、太陽光発電等の非化石電気の導入が増える中で、供給側の変動に応じて、電気の需要の最
適化を行うことを目的に、非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非
化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法体系に変わりました。

○　我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、
非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外における
エネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確
保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギ
ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気
の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非
化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずるこ
ととし、もって国民経済の健全な発展に寄与する。

○　経済産業大臣は、工場等、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの
使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総
合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへ
の転換等に関する基本方針を定め、これを公表しなければならない。
○　経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有
効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目
標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等
においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を
定め、これを公表する。
　　・化石燃料及び非化石燃料の燃焼の合理化
　　・加熱・冷却・伝熱の合理化
　　・廃熱の回収利用　　等

○　エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネル
ギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、電気
の需要の最適化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
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●「省エネ法」が規制する分野は？
　「省エネ法」が直接規制する事業分野としては、“工場等”（工場又は事務所その他の事業場）、“輸
送”、“住宅・建築物”、“機械器具等”（エネルギー消費機器等又は熱損失防止建築材料）の4つが
あり、それぞれ以下に示す事業者が規制の対象とされます。なお、本ハンドブックでは、これら
のうち、工場等に係る措置についての概要を記載します。

工場等

●工場等を設置して事業を行う者
	・工場を設置して事業を行う者
	・事業場（オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、
　サービス施設等）を設置して事業を行う者

輸送 ●輸送事業者：貨物・旅客の輸送を業として行う者（自家輸送を含む）
●荷主：自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者（自家輸送を含む）

住宅・建築物
●建築時※：住宅・建築物の建築主
●増改築※、大規模改修時：住宅・建築物の所有者・管理者
●特定住宅※（戸建て住宅）：住宅供給事業者（住宅事業建築主）

機械器具等 ●エネルギー消費機器等の製造又は輸入事業者
●熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入事業者

※平成29年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（通称：建築物省エネ法）において措置

●事業者が行わなければならないことは？
　エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の下、エネルギーの使用の合理化に努めると
ともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければなりません。エネルギーの
使用の合理化及び電気の需要の平準化を推進するための一般的な管理の流れは以下のとおりにな
っています。事業者はまず適切なエネルギー管理を行うために管理体制を整備し、自らのエネル
ギー使用量を把握することから始めることになります。

※1：判断基準とは、エネルギーを使用して事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要
な判断の基準となるべき事項を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。詳細については、以下のURLを御参照く
ださい。	http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/

※2：指針とは、電気を使用して事業を行う事業者が、電気の需要の平準化に資する措置を適切かつ有効に実施するために取り組む
べき措置を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。詳細については、以下のURLを御参照ください。

	 	http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/
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●規制の対象となる事業者
■事業者単位（企業単位）で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者
　平成20年の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位（注
1）（企業単位）でのエネルギー管理に規制体系が変わりました。したがって、事業者全体（本社、
工場、支店、営業所、店舗等）の1年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500キ
ロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指
定を受けなければなりません。

事業者単位（企業単位）の法体系（事業者全体としてのエネルギー管理）（平成22年4月1日から）

■フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者
　フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で
定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者（注2）となり、加盟店を含む事業全体の1
年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500キロリットル以上の場合には、その
使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

注1：事業者単位の範囲とは？
事業者単位の範囲は、法人格単位が基本となります。したがって、子会社、関連会社、協力会社、持株会社
等はいずれも別法人であるため、別事業者として扱われます。

注2：連鎖化事業者とは？
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供
に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次の⑴及び⑵の両方の
事項を加盟店との約款等※３で満たしている事業者をいいます。
⑴本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。
⑵加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること。
●空気調和設備の機種、性能又は使用方法
●冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
●照明器具の機種、性能又は使用方法
●調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法

※3：本部が定めた方針又は行動規範、マニュアル等を遵守する、といった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針
又は行動規範、マニュアル等に（1）及び（2）の条件が規定されている場合についても同様に連鎖化事業者として扱われます。

フランチャイズ事業等の加盟店である
が、約款等においてエネルギー使用の条
件に関する事項として省令で定める内容
が記載されていない加盟店。

加盟店と連鎖化事業者との間の約款等に
おいて、エネルギーの使用の条件に関す
る事項として省令で定める内容が記載さ
れている加盟店。
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（参考資料） 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律　省エネ法の概要」　　経済産業省資源エネルギー庁 
（問合せ先） 中部経済産業局エネルギー対策課（届出関係） 電話052-951-2775　

●特定事業者・特定連鎖化事業者に課せられる義務等

　事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500キロリットル/年度以上であり、特定事
業者又は特定連鎖化事業者に指定された事業者は、以下の義務、目標が課せられます。
■事業者全体としての義務

年間エネルギー使用量
（原油換算㎘） 1,500㎘/年度以上 1,500㎘/年度未満

事業者の区分 特定事業者又は特定連鎖化事業者 －

事業者
の義務

選任すべき者 エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 －

取り組むべき事項 判断基準の遵守（管理標準の設定、省エネ措置の実施等） 
指針に定めた措置の実施（燃料転換、稼働時間の変更等）

事業者の目標 中長期的にみて年平均1％以上のエネルギー消費原単位の低減 
又は電気需要平準化評価原単位の低減

行政によるチェック 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示への対応
（指示に従わない場合、公表・命令）等 －

■特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置する工場等ごとの義務
年間エネルギー使用量

（原油換算㎘） 3,000㎘/年度以上 1,500㎘/年度以上～3,000㎘/年度未満 1,500㎘/年度未満

指定区分 第一種
エネルギー管理指定工場等

第二種
エネルギー管理指定工場等 指定なし

事業者の区分
第一種特定事業者

第二種特定事業者 －
第一種指定事業者

業種

製造業等5種
（鉱業、製造業、

電気供給業、
ガス供給業、熱供給業）

※事務所を除く

左記業種の事務所
左記以外の業種

（ホテル、病院、学校等）
全ての業種 全ての業種

事業者
の義務 選任すべき者 エネルギー管理者 エネルギー管理員 エネルギー管理員 －

■特定事業者又は特定連鎖化事業者が提出すべき書類
提出書類 提出時期 提出先

定期報告書 毎年度7月末日 事業者の主たる事務所（本社）所在地を管轄する経
済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場
等に係る事業の所管省庁中長期計画書 毎年度7月末日

エネルギー管理者等の
選解任届

選解任のあった日後、
最初の7月末日

事業者の主たる事務所（本社）所在地を管轄する経
済産業局

　なお、平成28年度からは、省エネの取組状況に応じて、省エネ法の定期報告を提出する全ての
事業者をＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階へクラス分けする「事業者クラス分け評価制度」が開始され、
優良な事業者（Ｓクラス）は経済産業省資源エネルギー庁のホームページにて事業者名等が公表
されることとなっています。
平成16年度以降の主な沿革

）行施日1月4年81成平（ 等加追の置措るす関に門部送輸　号39第律法 　日01 月8年71成平 
）等設新の関機査調物築建録登（度制諸る係に物築建・宅住　号74第律法 　日03 月5年02成平 

       （平成21年4月1日施行）
  　　  　　　　　　    事業者単位のエネルギー管理の導入 （平成22年4月1日施行）

 進推の化準平の要需の気電　号52第律法 　日13 月5年52成平 

令和  4年5月20日　法律第46号　すべてのエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換、
電気の需要の最適化 （令和   5年4月1日施行）

 

（平成26年4月1日施行）
  　　  　　　　　　    トップランナー制度の建築材料等への拡大 ）行施日82月21年52成平（ 
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平成 23 年 8 月に制定された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法」（以下、再エネ特措法といいます。）によって、平成 24 年 7 月から再生可能エネルギー
固定価格買取制度（以下、FIT制度といいます。）が開始されました。
この FIT 制度は、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用い
て発電された電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束するとともに、買
取費用を電気の使用者が賦課金として負担する制度です。
この制度により、発電設備の高い建設コストなどの回収の見通しが立ちやすくなることで、再
生可能エネルギーの導入が、太陽光を中心に急速に進みました。

31　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法とは？

　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＩＴ制度・ＦＩＰ制度について 

令和 2年 6月には、再エネ特措法などの改正が盛り込まれた「エネルギー供給強靭化法」が制
定され、令和 4年 4月から FIT 制度に加えて、市場連動型のFIP 制度が導入されることとなり
ました。
FIP 制度では、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、FIP 制度の認定を受けた方
が電力卸市場や相対取引で売電したときに、その売電価格に対して一定のプレミアム（補助額）
を上乗せして交付することで、投資インセンティブを確定しながら、再生可能エネルギーの電力
市場への統合を図っていくこととしています。



91

※ 4

※ 3 2023年度の入札制度適用対象は、FIT新規認定は250kW以上、FIP新規認定は500kW以上。
ただし、屋根設置は入札制度の適用対象としない。

【参考】令和6年度の買取価格・期間

入札制度
適用区分

50kW以上
（地上設置）
（入札制度
  対象外）

10kW以上
50ｋＷ未満

（地上設置）
　　　　  ※4

50kW以上
（屋根設置）

入札制度に
より決定

20年 20年

9.2円

20年

10円

10kW以上
50ｋＷ未満
屋根設置）
　　　　  ※4

20年

12円

20年

12円

10kW未満

10年

16円 14

※3

入札制度に
より決定

　　　　（14円）

入札制度に
より決定

入札制度に
より決定

建築資材
廃棄物

廃棄物・その他
バイオマス

13円 17円
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（参考資料）	 資源エネルギー庁ＨＰ「なっとく！再生可能エネルギー」
　　　　	　	（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving	and	new/saiene/kaitori/）
（問合せ先）	 中部経済産業局　エネルギー対策課　　　　　　　	電話	052-951-2775

※地域活用要件
　①自家消費型
　　【小規模太陽光】　※次の両方

■･当該再エネ発電設備による電気量の３割以上を自家消費するもの
■･給電用コンセントを有するなど災害時に活用可能な設備構造があること

　　【小規模地熱、小水力、バイオマス等】　※次のいずれか
■･当該再エネ発電設備による電気量の３割以上を自家消費するもの
■･当該再エネ発電設備による電気を再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給し、かつ、
その契約の相手方にあたる小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する
電気量の５割以上を当該発電設備が所在する都道府県内へ供給するもの

■･当該再エネ発電設備により産出された熱を、原則として常時利用する構造を有し、かつ、
当該発電設備による電気量の１割以上を自家消費するもの

　②地域一体型
　　【小規模地熱、小水力、バイオマス等】

■･当該再エネ発電設備が所在する地方自治体の名義（第三者との共同名義含む）の取り決め
において、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方自治体内への供給が
位置付けられているもの

■･地方自治体が自ら事業を実施又は直接出資するもの
■･地方自治体が自ら事業を実施又は直接出資する小売電気事業者又は登録特定送配電事業者
に、当該事業計画に係る再エネ発電設備による電気を再生可能エネルギー電気特定卸供
給により供給するもの
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　世界的な問題である海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化
等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっ
ています。
　多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があ
ることから、「プラスチック資源循環法」が令和３年６月11日に公布され、令和４年４月１日か
ら全面施行されています。

〇基本方針
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、次の３つの基本方針が
あります。
①･プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
②･ワンウェイプラスチックの使用の合理化
③･プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化･など

　３つの基本方針の詳しい内容は以下のとおりです。

＜環境配慮設計指針＞
・･製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品である
ことを認定する仕組みを設ける必要があります。

＜使用の合理化＞
・･ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基
準を策定します。

･［削減義務（12品目）］フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ハンガー、衣類カバー、
･ 　　　　　　　　　　ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ
＜市区町村の分別収集･再商品化＞
・･プラスチック資源の分別収集を促進するため、容器包装リサイクル法ルートを活用した再商
品化を可能にします。

・･市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成します。
＜製造・販売事業者等による自主回収＞
・･製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成します。
＜排出事業者の排出抑制・再資源化＞
・･排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。
・･排出事業者等が再資源化計画を作成します。

　基本方針を踏まえ、資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エコノミ
ー）への移行を図ります。

32　 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律とは？

通称「プラスチック資源循環法」！
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年６月11日　法律第60号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的 〇　製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけ
るプラスチック資源循環等の取り組み（3R+Renewable）を促進する。

2　基本方針 〇　プラスチック廃棄物の排出抑制、再資源化に資する環境配慮設計
　　プラスチック製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を国が
初めて認定し、認定製品の利用を促進
①　製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針（環境配慮設計指針）
を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定
②　国等が認定製品を率先して調達することやリサイクル設備を支援すること
で、認定製品の利用を促進

〇　ワンウェイプラスチックの使用の合理化
　　コンビニ等でのスプーンやフォークなどの、消費者に商品やサービスととも
に無償で提供されるプラスチック製品を削減するため、提供事業者に対し、ポ
イント還元や代替素材への転換の使用の合理化を求める措置を講じ、消費者の
ライフスタイル変革を促す。
○プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化
　排出されるプラスチックの回収･リサイクルを３つの仕組みで促進
①　市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包
装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなどして効率化
②　使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで
廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設ける
③　産業廃棄物等のプラスチックについて、排出抑制や分別・リサイクルの徹
底等の取組を排出事業者に求める措置を講じるとともに、排出事業者等の計画
を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設ける

3　事業者及び消費者の責務
　　　　　　　　　　　（法4）

○　事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して
排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
○　消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなけれ
ばならない。
○　事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、
プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の
使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、
使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用
した物を使用するよう努めなければならない。

4　国の責務　　　　　（法5） ○　国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措
置を講ずるよう努めなければならない。
○　国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び
活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。
○　国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求め
るよう努めなければならない。

5　地方公共団体の責務（法6） ○　市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び
分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
○　都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技
術的援助を与えるよう努めなければならない。
○　都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の
促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（問合せ先）	 石川県資源循環推進課　　　　　　	電話	076-225-1849　FAX	076-225-1473




